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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　突起部付き原稿及び定型原稿を含む複数の原稿に記録された画像を読み取る原稿読取手
段と、
　前記原稿読取手段により読み取られた原稿の画像であって、最初の突起部付き原稿から
次の突起部付き原稿の直前の定型原稿までの各々の原稿を原稿束として検出する原稿束検
出手段と、
　原稿束検出手段により検出された原稿束毎に、各原稿の定型部分の画像を縮小して所定
数毎に１枚の用紙に形成するように画像配置処理する画像配置処理手段と、
　前記画像配置処理手段により画像配置処理された複数の画像を、最初に突起部付き用紙
、それ以降は定型用紙に形成すると共に、前記原稿読取手段により読み取られた突起部付
き原稿の突起部の画像を前記突起部付き用紙の突起部に形成する画像形成手段と、
　を備えた画像形成装置。
【請求項２】
　突起部付き原稿及び定型原稿を含む複数の原稿に記録された画像を読み取る原稿読取手
段と、
　前記原稿読取手段により読み取られた原稿の画像であって、最初の突起部付き原稿から
次の突起部付き原稿の直前の定型原稿までの各々の原稿を原稿束として検出する原稿束検
出手段と、
　原稿束検出手段により検出された原稿束毎に、各原稿の定型部分の画像を縮小して所定
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数毎に１枚の用紙に形成するように画像配置処理する画像配置処理手段と、
　前記画像配置処理手段により画像配置処理された複数の画像を定型用紙に形成すると共
に、前記原稿読取手段により読み取られた突起部付き原稿の突起部の画像を最初の定型用
紙の端部に形成する画像形成手段と、
　を備えた画像形成装置。
【請求項３】
　前記画像形成手段は、前記突起部付き用紙及び前記定型用紙の片面に画像を形成する
　請求項１または請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記画像形成手段は、前記突起部付き用紙及び前記定型用紙の両面に画像を形成する
　請求項１または請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記画像配置処理手段は、前記原稿読取手段により前記突起部付き原稿の画像が読み取
られなかったときは、定型原稿のみの画像を縮小して所定数毎に１枚の用紙に形成するよ
うに画像配置処理する
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像形成手段は、前記突起部付き原稿の突起部の画像を最初の定型用紙の表面又は
裏面に形成する
　請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記画像形成手段は、前記突起部付き原稿の突起部の画像を、前記突起部付き原稿を含
む原稿束の区分内の画像が形成された各々の定形用紙に形成する
　請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、突起部付き原稿の画像を読み取って画像を形成する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、突起部であるタブのある原稿（タブ原稿）とタブのない原稿（定型原稿）とが混
在する原稿を縮小レイアウトして出力する画像形成装置が提案されている。この画像形成
装置は、図１６に示すように、タブ原稿を縮小レイアウトの対象となる原稿に含んでいる
と、通常原稿とともにタブ原稿をレイアウト処理する。この結果、図１７に示すように、
タブの文字情報が失い、原稿束を区分する機能も失われてしまう問題がある。
【０００３】
　そこで、突起部付き原稿を含む原稿の束を縮小レイアウトする場合に、突起部付き原稿
を予め定めた外形の出力用紙に出力する画像形成装置が開示されている（特許文献１参照
。）。特許文献１の画像形成装置は、突起部付き原稿であるタブ原稿についてはレイアウ
ト処理をすることなく、タブ用紙に出力する。
【０００４】
　また、タブ原稿を含んだ原稿のレイアウト処理を行っても、タブ原稿を通常の定型原稿
と切り分けることによって実用に則したレイアウト処理を行うことができる画像処理装置
が開示されている（特許文献２参照。）。
【０００５】
　特許文献２の画像処理装置は、原稿から読み取った画像信号を入力する画像入力手段と
、読み込む原稿をタブ紙と認識する識別手段と、画像入力手段で入力した画像信号を記憶
する画像記憶手段と、記憶画像をレイアウトするレイアウト手段と、該レイアウト手段で
レイアウトされた画像を出力する画像出力手段を備えている。レイアウト手段は、認識手
段において読み込んだ原稿がタブ紙と認識されると、他とは異なる処理、例えば、タブ紙
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と認識した原稿をレイアウトから削除する。
【特許文献１】特開平１１－２１４０００号公報
【特許文献２】特開２００３－２０９６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の画像形成装置は、突起部付き原稿であるタブ原稿についてはレイアウト処
理を行わず、図１８に示すように、タブ用紙に出力する。このため、タブ用紙に出力され
たものと通常の定型用紙に出力されたものとの縮尺が合わなくなり、さらに、縮小レイア
ウトによる用紙節約の効果が薄れてしまう問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２の画像処理装置は、タブ原稿と認識した原稿をレイアウトから削除し
てしまうので、タブ原稿によって原稿束を区別する機能とレイアウト処理による用紙節約
機能を同時に満たすことができない問題がある。
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するために提案されたものであり、突起部付き原稿によ
る原稿束の区別に関する情報を保持しつつ、画像配置処理して画像を形成することができ
る画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、突起部付き原稿及び定型原稿を含む複数の原稿に記録された画像を
読み取る原稿読取手段と、前記原稿読取手段により読み取られた原稿の画像であって、最
初の突起部付き原稿から次の突起部付き原稿の直前の定型原稿までの各々の原稿を原稿束
として検出する原稿束検出手段と、原稿束検出手段により検出された原稿束毎に、各原稿
の定型部分の画像を縮小して所定数毎に１枚の用紙に形成するように画像配置処理する画
像配置処理手段と、前記画像配置処理手段により画像配置処理された複数の画像を、最初
に突起部付き用紙、それ以降は定型用紙に形成すると共に、前記原稿読取手段により読み
取られた突起部付き原稿の突起部の画像を前記突起部付き用紙の突起部に形成する画像形
成手段と、を備えている。
【００１０】
　請求項２の発明は、突起部付き原稿及び定型原稿を含む複数の原稿に記録された画像を
読み取る原稿読取手段と、前記原稿読取手段により読み取られた原稿の画像であって、最
初の突起部付き原稿から次の突起部付き原稿の直前の定型原稿までの各々の原稿を原稿束
として検出する原稿束検出手段と、原稿束検出手段により検出された原稿束毎に、各原稿
の定型部分の画像を縮小して所定数毎に１枚の用紙に形成するように画像配置処理する画
像配置処理手段と、前記画像配置処理手段により画像配置処理された複数の画像を定型用
紙に形成すると共に、前記原稿読取手段により読み取られた突起部付き原稿の突起部の画
像を最初の定型用紙の端部に形成する画像形成手段と、を備えている。
【００１１】
　請求項３の発明は、前記画像形成手段は、前記突起部付き用紙及び前記定型用紙の片面
に画像を形成する。
【００１２】
　請求項４の発明は、前記画像形成手段は、前記突起部付き用紙及び前記定型用紙の両面
に画像を形成する。
【００１３】
　請求項５の発明は、前記画像配置処理手段は、前記原稿読取手段により前記突起部付き
原稿の画像が読み取られなかったときは、定型原稿のみの画像を縮小して所定数毎に１枚
の用紙に形成するように画像配置処理する。
【００１４】
　請求項６の発明は、前記画像形成手段は、前記突起部付き原稿の突起部の画像を最初の
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定型用紙の表面又は裏面に形成する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、突起部付き原稿による原稿束の区別に関する情報を保持しつつ画像を形成す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１７】
　［全体構成］
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の概略構成図である。画像形成装置１
０は、印刷ジョブに基づく画像形成動作を制御するプリントユニット１２と、用紙上に画
像を形成する画像形成部１４と、原稿の画像を読み取る画像読取部１５と、画像形成部１
４に用紙を供給する用紙供給部１６と、オペレータが印刷条件の設定等を行うための操作
部１８と、を備えている。なお、本実施の形態に係る画像形成装置は、タブ紙挿入機能を
有しており、普通紙とタブ紙とが混在する印刷ジョブを受け付けることができる。
【００１８】
　図２は、画像形成装置の構成を示すブロック図である。プリントユニット１２は、イン
ターフェイス部２２を備えている。このインターフェイス部２２は、ＬＡＮ等の通信ネッ
トワーク３０に接続されている。従って、プリントユニット１２は、通信ネットワーク３
０に接続されたホストコンピュータ３２から、インターフェイス部２２を介して印刷ジョ
ブを受け取ることができる。また、プリントユニット１２は、レイアウト処理等の画像処
理を行う画像処理部２４、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の大容量記憶装置で構成
され、画像処理部２４で処理された画像データを記憶する画像記憶部２６、及びシステム
制御部２８を備えている。
【００１９】
　インターフェイス部２２、画像処理部２４、画像記憶部２６、システム制御部２８、画
像形成部１４、用紙供給部１６、及び操作部１８の各々は、バス３４で相互に接続されて
いる。システム制御部２８は、画像処理部２４、画像記憶部２６、画像形成部１４、用紙
供給部１６、及び操作部１８の各動作を制御する。
【００２０】
　ここで、システム制御部２８は、画像読取部１５を用いて原稿の読み込み処理を行い、
タブ原稿から次のタブ原稿の直前の定型原稿までの原稿束を求める。画像処理部２４は、
原稿束毎に、各原稿の画像を縮小配置処理するレイアウト処理を実行して、レイアウト処
理後の画像を画像形成部１４に供給させる。
【００２１】
　画像形成部１４は、図１に示すように、電子写真プロセスにより用紙上に画像を形成す
るプリントエンジン（画像形成部）３５を備えている。プリントエンジン３５は、Ｙ（イ
エロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、Ｋ（ブラック）の色毎に、感光体ドラム３６
Ｙ、３６Ｍ、３６Ｃ、３６Ｋと、各感光体ドラムに対向するように支持ロール３８、４２
と、２次転写ロール４０に巻き掛けられた中間転写ベルト４４とを備えている。
【００２２】
　各感光体ドラムの周囲には、図示はしないが、帯電器、レーザ走査装置、現像器等が設
けられており、感光体ドラムを帯電させた後、レーザ走査装置からレーザビームを照射し
て、感光体ドラム上にラスタデータに応じた静電潜像を形成し、現像器から静電潜像にト
ナーを供給して、ＹＭＣＫ各色のトナー像を形成する。各感光体ドラム上に形成されたＹ
ＭＣＫ各色のトナー像は、順次積層されるように中間転写ベルト４４上に各々一次転写さ
れ、多色トナー像が形成される。中間転写ベルト４４上に形成された多色トナー像は、用
紙上に２次転写される。ここで、中間転写ベルト４４を介して２次転写ロール４０と対向
する位置が２次転写位置である。
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【００２３】
　用紙供給部１６は、多数枚の用紙を積層して収容可能な複数の給紙トレイを備えている
。本実施の形態では、用紙供給部１６は、普通紙を収容する給紙トレイ１６Ａと、タブ紙
を収容する給紙トレイ１６Ｂとを備えている。給紙トレイ１６Ａ、１６Ｂの各々には、用
紙切れを検知する用紙センサ５２Ａ、５２Ｂが各々設けられている。用紙センサ５２Ａ、
５２Ｂで用紙切れが検知されると、その旨がシステム制御部２８に通報される。また、給
紙トレイ１６Ａ、１６Ｂの各々には、フィードローラ５４Ａ、５４Ｂが各々設けられてお
り、トレイ内に積層された用紙が破線で示す搬送路に送出される。
【００２４】
　用紙供給部１６と２次転写位置との間には、搬送ローラ５８、６０、６２、６４、６６
が用紙の搬送路に沿って設けられている。用紙供給部１６から送出された用紙は、搬送ロ
ーラ５８、６０、６２により２次転写位置まで搬送され、多色トナー像が２次転写される
。２次転写位置の下流側には、図示はしないが、定着器が設けられている。用紙上のトナ
ー像は、定着器によって熱定着される。こうして画像が形成された用紙は、排紙トレイ２
０に排出される。
【００２５】
　以上のように構成された画像形成装置は、原稿読込処理を行った後、例えば１枚の用紙
に対して４つの画像を配置するレイアウト処理を行い、レイアウト処理済みの画像を用紙
に形成する。
【００２６】
　［原稿読込処理］
　図３は、原稿読込ルーチンを示すフローチャートである。システム制御部２８は、原稿
読込ルーチンを実行することによって、読込対象となる原稿から原稿束を決定する。なお
、各パラメータの初期値は次のように、
　　　　タブ原稿Ｔ＝０
　　　　原稿束Ｓｎ＝０（原稿束とタブ原稿との対応を示すパラメータ）
　　　　束数ｎ＝１
　　　　原稿ｉ＝０
である。
【００２７】
　図４は、読込対象となる原稿を示す図である。同図に示すように、１枚目、２枚目、・
・・、８枚目の各原稿の表面をＡ、Ｂ、・・・、Ｈとする。また、１枚目、２枚目、・・
・、８枚目の各原稿の裏面をＡ’、Ｂ’、・・・、Ｈ’とする。１枚目の原稿はタブ原稿
であり、そのタブ部分をａとする。また、４枚目の原稿もタブ原稿であり、そのタブ部分
をｄとする。その他の原稿は、通常原稿（定型原稿）である。
【００２８】
　ステップＳ１では、システム制御部２８は、画像読取部１５に原稿を読み取らせて、ス
テップＳ２に移行する。
【００２９】
　ステップＳ２では、システム制御部２８は、画像読取部１５で読み取られた原稿がタブ
原稿であるか否かを判定し、タブ原稿であるときはステップＳ３に移行し、タブ原稿でな
いときはステップＳ１０に移行する。
【００３０】
　ステップＳ３では、システム制御部２８は、タブ原稿の表面を読み取ったか否かを判定
し、タブ原稿の表面を読み取ったときはステップＳ４に移行し、タブ原稿の表面を読み取
っていないときはステップＳ９に移行する。
【００３１】
　ステップＳ４では、システム制御部２８は、タブ原稿Ｔをインクリメントして（Ｔ＝Ｔ
＋１）、ステップＳ５に移行する。
【００３２】
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　ステップＳ５では、システム制御部２８は、原稿ｉが１を超えているか（ｉ＞１）を判
定し、肯定判定のときはステップＳ６に移行し、否定判定のときはステップＳ８に移行す
る。
【００３３】
　ステップＳ６では、システム制御部２８は、“原稿１～ｉ”までで原稿束Ｓｎのレイア
ウト処理を閉じて、ステップＳ７に移行する。
【００３４】
　ステップＳ７では、システム制御部２８は、原稿ｉを初期値に戻すと共に（ｉ＝０）、
束数ｎをインクリメントして（ｎ＝ｎ＋１）、ステップＳ８に進む。
【００３５】
　ステップＳ８では、システム制御部２８は、原稿束Ｓｎをタブ原稿Ｔに設定して（Ｓｎ
＝Ｔ）、ステップＳ９に移行する。
【００３６】
　ステップＳ９では、システム制御部２８は、画像読取部１５で読み取られた画像を用い
て、タブ原稿の定型部分（タブ部分を除いた部分）の画像を判断する。具体的には、シス
テム制御部２８は、タブ原稿の定型部分に画像情報があるか否かを判定し、肯定判定のと
きはステップＳ１０に移行し、否定判定のときはステップＳ１１に移行する。
【００３７】
　ステップＳ１０では、システム制御部２８は、原稿ｉをインクリメントして（ｉ＝ｉ＋
１）、ステップＳ１１に移行する。
【００３８】
　ステップＳ１１では、システム制御部２８は、画像読取部１５で読み取られる原稿がな
くなって原稿読込が終了した否かを判定し、肯定判定のときはステップＳ１２に移行し、
否定判定のときはステップＳ１に戻る。
【００３９】
　ステップＳ１２では、システム制御部２８は、“原稿１～ｉ”までで原稿束Ｓｎのレイ
アウト処理を閉じて、処理を終了する。
【００４０】
　以上のように、システム制御部２８は、タブ原稿から次のタブ原稿の直前の定型原稿ま
での各々の“原稿１～ｉ”までを原稿束として検出する。
【００４１】
　［レイアウト処理及び画像形成処理］
　次に、画像処理部２４は、システム制御部２８で検出された原稿束毎に、各原稿の定型
部分の画像、すなわち、タブ原稿の定型部分の画像と定型原稿の画像とを縮小して所定数
毎に１枚の用紙に形成するためのレイアウト処理を実行する。
【００４２】
　画像形成部１４は、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の画像、画像読取
部１５により読み取られたタブ原稿のタブ部分の画像を各々の用紙に形成する。ここで、
画像形成部１４は、（１）タブ原稿の画像をタブ用紙に形成することもできるし、（２）
タブ原稿の画像を定型用紙に形成することもできる。
【００４３】
　なお、原稿読込処理においてレイアウトの対象となる原稿束がＳｎ＝０の場合、その原
稿束にはタブ情報が存在していない。この場合、画像処理部２４は、定型用紙に画像を形
成する。
【００４４】
　（１）タブ原稿の画像をタブ用紙に形成する場合
　画像形成部１４は、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の画像を、最初に
タブ用紙、それ以降は定型用紙に形成すると共に、画像読取部１５により読み取られたタ
ブ原稿のタブ部分の画像をタブ用紙のタブ部分に形成する。
【００４５】
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　（タブ用紙の定型部分に画像情報がある場合）
　具体的には、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ、Ｄ’に画像情報があり、片面出力する
場合、画像形成部１４は、図５に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理され
た複数の画像Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’を１枚目のタブ用紙の表面に、タブ原稿のタブ部分の画
像ａを１枚目のタブ用紙のタブ部分に形成する。さらに、画像形成部１４は、画像Ｃ、Ｃ
’を２枚目の定型用紙の表面に形成する。
【００４６】
　また、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ、Ｄ’に画像情報があり、両面出力する場合、
画像形成部１４は、図６に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数
の画像Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’を１枚目のタブ用紙の表面に、画像Ｃ、Ｃ’を１枚目のタブ用
紙の裏面に形成する。さらに、画像形成部１４は、タブ原稿のタブ部分の画像ａを１枚目
のタブ用紙のタブ部分に形成する。
【００４７】
　（タブ用紙の定型部分に画像情報がない場合）
　一方、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ’に画像情報がなく、片面出力する場合、画像
形成部１４は、図７に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の画
像Ｂ、Ｂ’、Ｃ、Ｃ’を１枚目のタブ用紙の表面に、タブ原稿のタブ部分の画像ａを１枚
目のタブ用紙のタブ部分に形成する。さらに、画像形成部１４は、画像Ｄ、Ｅ、Ｅ’、Ｆ
を２枚目のタブ用紙の表面に、画像ｄを２枚目のタブ用紙のタブ部分に形成する。
【００４８】
　また、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ’に画像情報がなく、両面出力する場合、画像
形成部１４は、図８に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の画
像Ｂ、Ｂ’、Ｃ、Ｃ’を１枚目のタブ用紙の表面に、画像Ｄ、Ｅ、Ｅ’、Ｆを１枚目のタ
ブ用紙の裏面に形成する。さらに、画像形成部１４は、タブ原稿のタブ部分の画像ａを１
枚目のタブ用紙の表面のタブ部分に、画像ｄを１枚目のタブ用紙の表面のタブ部分に形成
する。
【００４９】
　（２）タブ原稿の画像を定型用紙に形成する場合
　画像形成部１４は、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の画像を定型用紙
に形成すると共に、画像読取部１５により読み取られたタブ原稿のタブ部分の画像を最初
の定型用紙の端部に形成する。ここで、端部とは、定型用紙の余白部分が好ましい。余白
に十分な領域がない場合は、レイアウトされた定型部分の縮小倍率を変換したり、縦方向
又は横方向にシフトすることによって、余白の領域を確保すればよい。
【００５０】
　具体的には、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ’に画像情報がなく、片面出力する場合
、画像形成部１４は、図９に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理された複
数の画像Ｂ、Ｂ’、Ｃ、Ｃ’を１枚目の定型用紙の表面に、タブ原稿のタブ部分の画像ａ
を１枚目の定型用紙の端部に形成する。さらに、画像形成部１４は、画像Ｄ、Ｅ、Ｅ’、
Ｆを２枚目の定型用紙の表面に、画像ｄを２枚目の定型用紙の端部に形成する。なお、タ
ブ部分の画像ａ、ｄは、定型用紙の縦方向において重ならない位置にするのが好ましい。
なお、画像形成部１４は、３枚目については、図１０に示すようにタブ部分の画像を省略
してもよいし、図１１に示すようにタブ部分の画像を定型用紙に形成してもよい。すなわ
ち、原稿束による区分が継続する限り、タブ部分の画像を各定型用紙に継続して形成して
もよい。また、定型用紙の表面にタブ画像を形成したくない場合、画像形成部１４は、図
１２に示すように、定型用紙の裏面にタブ画像ａを形成してもよい。
【００５１】
　また、タブ原稿の定型部分Ａ、Ａ’、Ｄ’に画像情報がなく、両面出力する場合、画像
形成部１４は、図１３に示すように、画像処理部２４によりレイアウト処理された複数の
画像Ｂ、Ｂ’、Ｃ、Ｃ’を１枚目の定型用紙の表面に、画像Ｄ、Ｅ、Ｅ’、Ｆを１枚目の
定型用紙の裏面に形成する。さらに、画像形成部１４は、タブ原稿のタブ部分の画像ａを
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１枚目の定型用紙の表面の端部に、画像ｄを１枚目の定型用紙の表面の端部に形成する。
なお、画像形成部１４は、２枚目については、図１４に示すようにタブ部分の画像を省略
してもよい。また、画像形成部１４は、１枚目に継続して２枚目についても、図１５に示
すように、タブ部分の画像を定型用紙に形成してもよい。すなわち、原稿束による区分が
継続する限り、タブ部分の画像を各定型用紙に継続して形成してもよい。
【００５２】
　以上のように、本発明の実施の形態に係る画像形成装置は、タブ原稿を含んだ原稿束に
対して、定型原稿の画像だけでなくタブ原稿の画像も含めてレイアウト処理して、レイア
ウト処理した複数の画像を用紙に形成すると共に、タブ部分の画像も用紙に形成する。こ
れにより、画像形成装置は、原稿束の区分を明確にしつつ、タブ部分の情報を表したレイ
アウト処理済みの画像を形成することができる。
【００５３】
　また、上記画像形成装置は、タブ原稿の定型部分に画像情報が記録されていないときは
、タブ原稿の定型部分についてはレイアウト処理を省略することにより、用紙及びトナー
を節約することができる。
【００５４】
　さらに、上記画像形成装置は、定型用紙にレイアウト処理済みの画像を形成する場合、
レイアウト内にタブ原稿を含んでいなくても、そのレイアウト処理済みの画像を含む原稿
束の先頭用紙のタブ部分の画像を継続して形成することにより、原稿束の区分を明確にし
てレイアウト処理済みの画像を形成することができる。
【００５５】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記
載された範囲内で設計上の変更をされたものにも適用可能であるのは勿論である。
【００５６】
　上述した実施形態では、１枚の用紙に４枚の画像をレイアウト処理する例を示したが、
１枚の用紙に２枚、３枚、５枚以上の画像をレイアウト処理してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の概略構成図である。
【図２】画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図３】原稿読込ルーチンを示すフローチャートである。
【図４】読込対象となる原稿を示す図である。
【図５】タブ用紙及び定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図６】タブ用紙及び定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図７】タブ用紙及び定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図８】タブ用紙及び定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図９】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１０】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１１】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１２】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１３】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１４】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１５】定型用紙に形成されたレイアウト処理済みの画像を示す図である。
【図１６】縮小レイアウトの対象となる原稿にタブ原稿が含まれている状態を示す図であ
る。
【図１７】タブの文字情報が失って原稿束を区分する機能が失われた状態を示す図である
。
【図１８】タブ原稿の画像がタブ用紙に出力される状態を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
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１４　画像形成部
１５　画像読取部
２４　画像処理部
２８　システム制御部
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